
第１０回 奈良県こども・子育て推進本部会議

令和８年２月１８日（水）

会場：第１応接室



次 第

開 会

１．令和８年度予算（案） こども・子育てに関する主な施策について

２．「奈良県こどもまんなかアクションプラン2026（案）」について

３．ジェンダー平等推進プロジェクトチームの取組状況について

４．その他の報告事項について

５．今後の予定について

閉 会



１．令和８年度予算（案） こども・子育てに

関する主な施策について



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する主な施策

取組方針③ 若い世代、ひとり親世帯への就労支援・所得の向上

・県内企業魅力発見事業

・ 奨学金返還支援制度の拡充 等

取組方針④ 男女ともに仕事と家庭・子育てを両立できる職場
環境の整備

・働きやすい職場づくりと女性の就労支援を推進 等

取組方針② ジェンダーギャップの解消を始めとした社会全体の
意識・構造の改革

・ 年齢や性別に関係なく誰もが働きやすい環境づくりの

推進 等

取組方針⑤ 個人の希望に応じた選択ができるよう、結婚、妊
娠、出産、子育ての切れ目のない支援の充実

・こども・子育てＤＸの推進（電子母子手帳の共同化） 等

取組方針⑥ 困難な状況に置かれているこども・子育て世帯
に対する相談体制、支援等の充実

・スクールカウンセラー配置の充実

・ＳＮＳによる相談体制の充実
・ヤングケアラー支援体制の強化
・高田こども家庭相談センターの移転 等

○ 「奈良県こどもまんなか未来戦略」の取組方針に基づく、令和８年度のこども・子育てに関する主な施策は以下のとおり。
○ 今後も、「奈良県こども・子育て推進本部」において、部局間の連携を図りつつ、専門家の意見やこども・若者及び子育て当

事者から意見を聴取し、聴取した意見を施策に反映させながら、施策の当事者のニーズに即したこども・子育て施策を着実に
推進していく。

取組方針⑦ こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える
教育、保育等の体制整備

・ 地域限定保育士制度の導入による保育人材の確保

・研究会を通じた保育の質と職場環境改善の推進
・ ベビーシッター利用支援制度の拡充
・高校授業料の無償化
・ 学校給食費の抜本的な負担軽減
・ 部活動地域展開に係る財政支援 等

取組方針⑧ 妊娠、出産、こども、子育てを支える保健医療
提供体制の充実

取組方針⑨ こども、子育てにやさしいインクルーシブな
まちづくり

取組方針① こども・若者の視点に立った施策の立案と推進

Ｒ８予算案（R７.２月補正含む） 約167億円
Ｒ７（約107億円 ）比 ＋約60億円

（Ｒ６（約 74億円 ）比 ＋約93億円）
※第３回、第７回本部会議公表額

※

※

１

新

新
新

新

新
新



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針２ ジェンダーギャップの解消を始めとした社会全体の意識・構造の改革

➢ 若者・女性が県外に流出し、かつ、生産年齢人口が減少するなか、県内外の若者・女性が働
きたくなるような「働きやすく、働きがいのある」職場づくりが市町村内で面的に継続して
実施されることを促す。

➢ 日本女性会議2025橿原の開催地である橿原市をモデル地域として、行政と企業や経済団体
等が連携し、多様な働き方・生き方を選択できる地域づくりに取り組む。

事業概要

企業のトップ等が取
組方針を発表
(橿原市外に横展開)

取組の横展開６

年齢や性別に関係なく誰もが働きやすい環境づくりの推進新

ワークショップ
（方策の決定）

５

企業トップ等や若
手社員等で取組方
針を議論・決定

「働きたい、働き続け
たい」職場環境を具現
化し、企業トップ等へ
提言準備

ワークショップ
（理想の職場の明確化）

４ワークショップ
（調査結果に関す

る意見交換）

2

Ｒ7に実施した
調査結果をもと
に、現在の職場
環境における課
題の掘り起こし

企業トップ等を集
めて、方向性の統
一・繋がりの強化

ワークショップ
（方向性の統一）

１

具体的な取組（予定）

女性キャリア
アップ研修

３

働く女性に立ちはだ
かる不安や壁の解消
に向けたマインド醸
成やネットワークの
構築

【県】 他市町村への波及、横展開に資する部分を担当 【橿原市】 市内の現状と課題の把握の部分を担当

Ｒ８予算案 260万円（Ｒ７予算 ー ）

※橿原市においては、上記②③④のほか「地域リーダー養成講座」も実施

２



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針３ 若い世代、ひとり親世帯への就労支援・所得の向上

３

企業訪問バスツアー（計２３コース）

学校参加型

公募型 工学系

県内の高等学校の学科単位で設置（１６コース）

理工系学部の大学生・大学院生・高専生を対象に

県内の製造業を回るコース（大和西大寺・大和八木・大阪市内発着）

高校生

その他

公募型の学生と保護者を対象としたコース

（大和西大寺・大和八木発着）

大学生・大学院生・短大生・専門学生を対象

とした一般コース（大和西大寺・大和八木発着）※１コースあたり２社を想定

新

新

（拡充）県内企業魅力発見事業 Ｒ８予算案 ９19万円（Ｒ７予算 593万円）

３コース

２コース

２コース

県内外の高校生・大学生等に県内企業の魅力を知ってもらい、職業観の醸成を図るため、県内企

業を訪問するバスツアーを実施

一 般



従業員のための奨学金返還支援制度を設けて人材確保に積極的に取り組む県内中小企業に対し、その負担額の

一部を補助することにより、若手従業員の定着と県内中小企業の採用力の向上を図る

Ｒ８年度は、活用しやすい制度にするため、学歴要件や補助上限等を拡充

令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針３ 若い世代、ひとり親世帯への就労支援・所得の向上

奨学金返還支援制度の拡充
Ｒ８予算案 150万円（Ｒ７予算 50万円）

Ｒ９～19債務負担行為 9,000万円

Ｒ７年度まで Ｒ８年度以降 ポイント

学歴 大学､大学院､高専
大学､大学院､高専､
短大、専門学校

対象学歴の拡充

補助
上限

５００千円/社

１,０００千円／名
※１年あたり100千円/名
※最大10年間
※１社あたり最大５名まで

１社あたり

５,０００千円

(最大)へ大幅に増額

支給期間
･方法

認定年度の５年後に
一括支給

認定年度の
２年後から

最大１０年間支給

補助金支給開始まで
３年間の短縮

手続
認定申請時に
毎回書類一式の
提出が必要

認定日の属する
年度を含めて､

１２年間登録を継続

２回目以降の
認定では

提出書類を簡素化

広報

認定年度から
２年間

(採用活動期間)
県ＨＰで紹介

登録有効期間中は､県ＨＰで
｢奨学金返還支援制度導入企業｣

として紹介

最大１２年間
県ＨＰで継続的に

紹介

新

４



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針４ 男女ともに仕事と家庭・子育てを両立できる職場環境の整備

事業目的・概要
・有給インターン制度やリスキリングによる正規雇用・スキルアップへの後押し
・有給インターンを受け入れる企業を対象に、職場や制度改善のためのアドバイザーを派遣

現行の事業詳細

□広報の見直し
電車広告を取りやめ、効果の高いＳＮＳ広告等を
継続して実施

□Ｒ⑦職場環境改善実施企業の後追い調査を実施
職場環境改善の取組状況を把握するとともに、
独自で採用した人数等の効果についても調査

□職場環境改善のポイント、好事例を広く県内企業に
展開

Ｒ⑧見直しのポイント

□有給インターン受入企業に対し、職場環境改善に関する
アドバイザー派遣を必須とする。
※Ｒ⑦想定100社（必須）

Ｒ⑦見直しのポイント

働きやすい職場づくりと女性の就労支援を推進 Ｒ８予算案 6,743万円（Ｒ７予算 7,282万円）

５



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針５ 個人の希望に応じた選択ができるよう、結婚、妊娠、出産、子育ての切れ目のない支援の充実

Ｒ８予算案 1,046万円（Ｒ７予算 556万円）こども・子育てＤＸの推進

➢ 国は令和８年度以降の電子版母子健康手帳の普及を目指している

▼電子母子手帳を取り巻くシステム構成イメージ

こども・子育て分野のＤＸを推進するため、市町村との電子母子手帳の共同化に向け
た基本設計を実施（令和10年度稼働を想定）

電子化・共同化の効果

• 利用者（妊産婦や保護者）はPMH（Public 

Medical Hub）を介して健康記録等を確認できる
ため、本人による母子手帳アプリへの入力が不要
となる。

• 市町村はPMHの情報をもとに、利用者へ必要な
情報のプッシュ通知が可能になる。

• 県は共同化により妊婦・子育て世帯の状況を把握
できるため、県施策の適切な展開が可能になる。

将来的には医療DXの進展に伴い、接種券や健診
補助券等の電子化や各種公費負担、給付事業の効
率化・簡素化が可能になる。

６



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針６ 困難な状況に置かれているこども・子育て世帯に対する相談体制、支援等の充実

（拡充）スクールカウンセラー配置の充実

【配置の拡充】
➢ すべての公立学校に配置を拡充
➢ 公立中学校、公立義務教育学校の配置回数の下限を

引上げ
現行：月１～４回、４～６時間
改正：月２～４回、４～６時間

Ｒ８予算案 １．７億円

（Ｒ７予算 １．５億円）

７



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針６ 困難な状況に置かれているこども・子育て世帯に対する相談体制、支援等の充実

事業目的：いじめを含む様々な悩みを抱える中・高校生に対して、電話、メールにＳＮＳ（ＬＩＮＥ）を加え、より広い
セーフティネットを構築する。

相談期間：令和８年４月１日（水）～令和９年３月31日（水）
相談時間：18：30～22：00

・心理カウンセラー等の有資格者による双方向の相談窓口
・教育研究所の心理士が、効果的な心理支援情報を発信
・電話やメール等の既存の相談窓口を案内

LINE相談（委託）

※ 国のLINEｻｰﾋﾞｽ利用
ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝに準拠

県内中学生・高校生等
約70,000人

電 話 教 育 相 談
「あすなろ」ダイヤル

メ ー ル 相 談
「悩み なら メール」

来 所 教 育 相 談

（拡充）ＳＮＳによる相談体制の充実

ＬＩＮＥ相談窓口を365日対応に拡充

Ｒ８予算案 592万円（Ｒ７予算 779万円）

８

Ｒ６相談件数
メール相談209件 電話相談770件
LINE友だち登録者数670人



①ヤングケアラー・コーディネーターを配置した「ヤングケアラー相談窓口」の運営

②ヤングケアラー支援者養成及び関係機関連携研修会の開催

③支援機関を対象にアンケート調査の実施・社会的認知度向上の

ための周知・啓発

④ ヤングケアラー支援マニュアルの作成

令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

新

取組方針６ 困難な状況に置かれているこども・子育て世帯に対する相談体制、支援等の充実

（拡充）ヤングケアラー支援体制の強化

⑤ 近畿ヤングケアラー支援担当者会議の開催

県の実情に応じた支援マニュアルを作成し、研修会等での活用や配布を行う。

近畿のヤングケアラー支援担当者やヤングケアラー・コーディネーターが参加する

「近畿ヤングケアラー支援担当者会議」 （R8奈良県）を開催する。

出典：こども家庭庁ホームページ「ヤングケアラーについて」（https://www.cfa.go.jp/policies/young-carer）

➢ 家族の介護や世話などを日常的に行っているこども・若者（ヤングケアラー）は、学校や仕事に行けない
など、本来守られるべきこども自身の権利を侵害されている可能性がある。その結果、友人関係がうまく
築けないなど、将来に影響を及ぼすことの懸念が指摘されているため、ヤングケアラーの支援を拡充する。

背 景

Ｒ８予算案 1,162万円（Ｒ７予算 1,100万円）

９

新

連絡調整等の全般を統括するコーディネーターを１名増員新
【R7実態調査結果（抜粋）】

①県内の学校に通う児童生徒対象
・家族のための家事や世話を週3日以上と
回答した児童生徒：12,713人

・平日3時間以上と回答した児童生徒：
1,339人（10.5%）

②福祉、障害、介護、医療等の支援機関職員対象
・ヤングケアラーとして個票報告：412件
・家族のための家事や世話を週3日以上(214件)、
１日3時間以上と回答したケース：

89件（41.6%）



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針６ 困難な状況に置かれているこども・子育て世帯に対する相談体制、支援等の充実

Ｒ８予算案 3,848万円（Ｒ７予算 － ）高田こども家庭相談センターの移転

背 景

➢ 高田こども家庭相談センターは、一時保護所がなく、建物の老朽化、狭小化などといっ
た課題があり、一時保護所を併設した施設として新築移転を行う。

事業内容

➢ 高田こども家庭相談センターの移転及び一時保護所の新設に当たって、基本計画等を
策定する。

今後のスケジュール

R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13

基本計画等

除却・基本・実施
設計

除却・建設工事 開所予定

10



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針７ こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える教育、保育等の体制整備

➢ 保育人材の確保は、全国的な課題であり、特に不足するおそれが大きい地域について、集中的に保育人材
確保に取り組むことができるよう児童福祉法が改正（R7.10.1施行）されたことから、「地域限定保育士試
験」を実施し、受験機会の拡大を図ることで保育士を確保する。

背 景

高 等 学 校

進学

指定保育士養成施設

大学
短期
大学

専門
学校

保育士資格の取得

（通常）保育士試験 （年２回）：科目 筆記試験＋実技試験

指定保育士養成施設以外

大学
短期
大学

専門
学校

卒業 または

進学 就職

受験受験

※：筆記試験は通常の保育士試験と共用

合格合格

保育士資格の取得フロー

地域限定保育士試験（年１回）：科目 筆記試験＋実技講習会

保育士資格または地域限定保育士資格取得

地域限定保育士として登録後、３年間は奈良県のみで保育士として働くことができる。

（１年以上の勤務経験があれば４年目以降は県外での勤務が可能）

児童福祉施設において
勤務期間２年以上かつ
総勤務時間２，８８０時間以上
児童等の保護又は援護に従事

地域限定保育士制度の導入による保育人材の確保新

令和８年度合格者数（想定）：50名

新

7月申込受付 10月筆記試験 12月実技講習 1月修了証発行

Ｒ８予算案 550万円（Ｒ７予算 － ）

中 学 校

就職

受験

児童福祉施設において
勤務期間５年以上かつ
総勤務時間７，２２０時間以上
児童等の保護又は援護に従事

11



①：「保育士の声」を活用した取組検討・実施
②：職場環境改善の取組支援

●保育に精通した者（元 園長想定）
●現役若手保育士

令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針７ こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える教育、保育等の体制整備

事業内容

研究会を通じた保育の質と職場環境改善の推進

取組の
ターゲット

●保育士 （従事者）側へのアプローチ

●保育施設（運営者）側へのアプローチ

▶▶▶ 保育士同士のつながりを創出し、保育士の声を各取組に反映

▶▶▶ 保育士が働きやすい環境の整備を加速させるための働きかけや支援

あるべき姿 一人ひとりの子どもに健やかな成長・発達を保障するために必要な「保育の質向上」

◆ 「奈良県保育の質と職場環境改善
に関する研究会」設立

◆ 保育士のための育成指標モデル・
研修体系の構築

◆ 「保育士の声」を活用した職場環境
改善に関する課題分析と取組検討

Ｒ７の取組

取組概要
と

運営体制

①：育成指標モデルの活用支援に関すること
②：研修計画の支援に関すること

●有識者（大学教授相当）
●県内保育団体
●県内幼稚園団体

育成指標モデル活用部会

構成員

①：育成指標モデル・研修体系の活用支援
検討に関すること

●有識者（大学教授相当）
●保育アドバイザー
●現役主任保育士

育成指標モデル活用ＷＧ

構成員

「保育士の声」活用検討部会

構成員

提
言
と
し
て
取
り
ま
と
め

◆ 育成指標モデル及び研修体系に基づく研修の実施と
ブラッシュアップ

◆ 園の中核的役割を担う「ミドルリーダー層」と若手保育士
のチーム作りを推進

◆ 保育現場での働き方改革マニュアルの普及促進や専門
家派遣による職場環境改善

Ｒ８の取組

Ｒ８予算案 899万円（Ｒ７予算 89９万円）
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令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針７ こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える教育、保育等の体制整備

ベビーシッター利用支援制度の拡充

補助対象サービス

育児支援 外出支援 送迎支援 家事支援
０～５歳
88.5％

(公社）全国保育サービス協会
Ｒ５年度利用者調査結果

その他
11.5％

Ｒ８予算案 1,000万円（Ｒ７予算 1,800万円）

就労の有無にかかわらず、子育て家庭の負担を軽減するため、
ベビーシッターの利用料助成を行う市町村に対し１／２を補助

13

○令和７年度に試行的に実施したところ、利用対象者等から、就学前までの兄弟姉妹も
一緒に利用したいという声が寄せられている。
○（公社）全国保育サービス協会のＲ５調査から、ベビーシッターを利用するこどもは、
就学前の児童が約９割を占める。
⇒補助対象年齢を３歳未満から就学前までに引き上げ

補助対象年齢の引き上げ

新

【Ｒ７利用登録児童数】

８市町村52人



令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針７ こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える教育、保育等の体制整備

Ｒ８予算案 ９．１億円（Ｒ７予算 １２．８億円）（拡充）高校授業料の無償化

高等学校授業料等の支援制度を拡充（国の就学支援金に県が上乗せして支援）

１．対象世帯：県内に保護者が在住し、こどもが県内の私立高等学校等に通う世帯

２．拡充内容：所得制限を撤廃し、全世帯に対して、国の就学支援金と合わせ、最大６３万円を支援
※国公立高等学校は、令和７年度から所得制限なしに最大11万8,800円を支援することで無償化が実現済

現行制度 令和８年度

※１ 私立高等学校・高等専門学校・私立専修学校（高等課程（３年制））（通信制高校については、県内に設置された県の認可校に限る）
※２ 通信制は３２万１０００円
※３ 世帯年収は、両親の一方が働いていて、高校生１人、中学生１人のサラリーマン世帯の場合の目安

【私立高等学校等※１ （全日制・定時制）の支援イメージ）】

（国）高等学校等就学支援金等 （県）授業料等軽減補助金 （国）高等学校等就学支援金 （県）授業料等軽減補助金

※２

※３

※２

※３

こどもたちが家庭の経済的状況にかかわらず、希望する進路を選択できるよう授業料等を支援

[国10/10] [国3/4 県1/4(交付税措置あり)][県10/10] [県10/10]
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令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針７ こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える教育、保育等の体制整備

Ｒ８予算案 ３３．７億円（Ｒ７予算 ー円 ）学校給食費の抜本的な負担軽減新

【概 要】保護者負担となっている学校給食費（食材費）の負担軽減を通じた子育て世帯への支援につなげる
もの（令和８年４月から小学校を対象として実施）

【補助対象経費】公立の小学校（義務教育学校前期課程及び特別支援学校小学部を含む）の学校給食費

【補 助 額】 市町村立学校 給食実施校の在籍児童数×月額5,200円(※)×11ヶ月分を国1/2、県1/2で負担
特別支援学校 給食実施校の在籍児童数×月額6,200円(※)×11ヶ月分を国1/2、県1/2で負担

（※）基準額：令和５年度学校給食実施状況調査における平均額に近年の物価動向を加味して設定
＊基準額を下回る市町村についてはその金額を補助

【補助の流れ】 都道府県が国へ交付金を申請 ⇒ 国からの交付金に都道府県負担分を合わせて市町村へ交付
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令和８年度予算（案） こども・子育てに関する施策

取組方針７ こどものすこやかな成長と子育て世帯を支える教育、保育等の体制整備

Ｒ８予算案 ２．１億円 R7.2月補正予算案 １．３億円
（Ｒ７予算 ー ）

部活動地域展開に係る財政支援

【概要】
県が定めた改革集中期間（Ｒ５～７）が終了し、令和８年度から休日における教員の指導による学校部
活動が廃止となる。部活動の地域展開を円滑に実施するため、各市町村が運営又は委託（連携）する
地域クラブ活動に対し、国の制度に基づいて支援を行うもの。

【必要性】
学校部活動から地域クラブ活動へ移行することにより、地域クラブ活動の運営費が必要となる。運営費に
ついては 原則として受益者負担となるが、地域クラブ活動を安定的・持続的に進める上で受益者負担の
軽減に向けた支援が必要。

③経済的困窮世帯の生徒への支援（参加費・保険料）

国1/3･県1/3･市町村1/3

国1/2 ･市町村1/2

②平日も含めた地域展開等の加速化のための重点課題への対応

国10/10

地域クラブ活動への参加費に関する貧困家庭への補助

市町村が運営又は委託している認定地域クラブ運営費への補助

平日部活動の地域展開における課題への対応策を検証する実証事業

①休日の地域クラブ活動費等の支援（指導者謝金、事務局人件費等）

新
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２．「奈良県こどもまんなかアクションプラン

2026（案）」について



「奈良県こどもまんなかアクションプラン2026（案）」について

（１）「こどもまんなか社会」の実現に向けた数値目標

本県での「こどもまんなか社会」の実現に向け、奈良県こどもまんなか未来戦略を推進するため、昨年度に引き続き、令和８年
度の施策を盛り込んだ「奈良県こどもまんなかアクションプラン2026（案）」を策定する。

基準値

（令和６年度）

現状値

（R7.11調査）
基準値との比較

目標値

（令和11年度）

14.2% 21.3% 7.1 50%

71.6% 73.8% 2.2 現状維持

52.5% 52.2% ▲ 0.3 70%

53.4% 55.0% 1.6 70%

74.1% 74.2% 0.1 90%

86.6% 88.9% 2.3 90%

72.2% 72.5% 0.3 現状維持

21.4% 30.9% 9.5 50%

48.4% 52.9% 4.5 70%

23.0% 31.8% 8.8 50%

22.2% 26.9% 4.7 50%

83.5% 85.7% 2.2 90%

※こども大綱の目標値を参考に令和６年度に設定 出典：令和７年奈良県こども・若者実態調査（13歳～29歳の男女を対象）

５．「自分には自分らしさというものがある」と思うこども・若者の割合

項　目

１．「こどもまんなか社会の実現に向かっている」と思う人の割合

２．「生活に満足している」と思うこどもの割合

３．「今の自分が好きだ」と思うこども・若者の割合（自己肯定感の高さ）

４．社会的スキルを身につけているこどもの割合

１２．「こどもの世話や看病について頼れる人がいる」と思う子育て当事者の割合

６．「どこかに助けてくれる人がいる」と思うこども・若者の割合

７．「社会生活や日常生活を円滑に送ることができている」と思うこども・若者の割合

８．「こども政策に関して自身の意見が聴いてもらえている」と思うこども・若者の割合

９．「自分の将来について明るい希望がある」と思うこども・若者の割合

１０．「奈良県の将来は明るい」と思うこども・若者の割合

１１．「結婚、妊娠、こども・子育てに温かい社会の実現に向かっている」と思う人の割合
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「奈良県こどもまんなかアクションプラン2026（案）」について

（２）数値目標の達成に向けた主な取組【全144事業より抜粋】

18

事業名 成果目標
現状値

（年度）

目標値

（年度）

２．ジェンダーギャップの解

消を始めとした社会全体の

意識・構造の改革

こども・若者の可能性を広

げていくためのジェンダー

ギャップの解消

ジェンダーギャップ解消等を通

じた社会づくり事業

管理的職業従事者における女性

の割合

16.8％

（令和４年度）

30%

（令和12年度）

県内企業魅力発見事業

（県内企業訪問事業）
バスツアー参加者　300人以上

①学校参加型（高校生）

408名

②公募参加型（高校生）

24名

③公募参加型（大学生等）

R8から実施

（令和６年度）

①学校参加型（高校生）

16コース

②公募参加型（高校生）

２コース

③公募参加型（大学生等）

５コース

(令和８年度）

奨学金返還支援事業 補助対象従業員の職場定着率
100%

（令和７年度）

100%

(令和８年度）

４．男女ともに仕事と家

庭・子育てを両立できる職

場環境の整備

リスキリング等による就労支

援
ワークチャレンジ事業 女性の正規雇用率

42.4％

（令和４年度）

50%

（令和12年度）

５．個人の希望に応じた

選択ができるよう、結婚、

妊娠、出産、子育ての切れ

目のない支援の充実

こども・子育て施策における

デジタルトランスフォーメー

ション（ＤＸ）推進

こども・子育てDX推進事業

奈良スーパーアプリと連携して子育

て関連手続きのオンライン受付を

行う市町村数

０市町村

（令和７年度）

39市町村

（令和８年度）

スクールカウンセラー活用事

業
対応ケースの効果率

99.2％

（令和６年度）

現状値以上

（令和８年度）

SNS相談窓口設置事業
SNS（LINE）相談窓口友だち

登録者数

670人

（令和６年度）

現状値以上

（令和８年度）

取組方針に基づく主な施策

３．若い世代、ひとり親世

帯への就労支援・所得の

向上

６．困難な状況に置かれ

ているこども・子育て世帯に

対する相談体制、支援等

の充実

いじめ防止

不登校のこどもへの支援

こども・若者の自殺対策

若年者への県内就業・再

就職支援の充実



「奈良県こどもまんなかアクションプラン2026（案）」について

（２）数値目標の達成に向けた主な取組【全144事業より抜粋】
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事業名 成果目標
現状値

（年度）

目標値

（年度）

ヤングケアラー支援
ヤングケアラー支援体制強化

事業

ヤングケアラー相談窓口設置市町

村数増加

33市町村

（令和７年度）

39市町村

(令和11年度)

児童虐待発生時の迅速・

的確な対応

高田こども家庭相談センター

移転整備基本計画策定事

業

児童虐待による死亡事例０を目

指す。

０件

（令和６年度）

０件

（令和11年度）

地域限定保育士試験事業
待機児童数が増に転じた市町村

数の減少

６市町

（令和７年度）

０市町村

（令和11年度）

奈良県保育の質向上のため

の研究事業

専門家支援による働き方改革実

施件数の増加

11件

（令和７年度）

15件

（令和９年度）

奈良県ベビーシッター利用支

援事業

ベビーシッター利用支援を行う市

町村数

８市町村

（令和７年度）

13市町村

（令和９年度）

私立高等学校授業料軽減

補助金

県内在住中学生の県内高校への

進学率

83.7％

（令和７年度）

85.0%

（令和11年度）

学校給食費の抜本的な負

担軽減事業

「児童又は生徒一人一回当たりの

学校給食摂取基準」に基づく充実

した学校給食を保護者負担なく提

供

16市町村

（令和７年度）

全市町村及び全県立特

別支援学校小学部

（令和８年度）

こどもを健やかに育むスポー

ツ・食育の推進
地域クラブ活動推進事業

地域クラブ活動の定着・実践校を

増加させる。

24市町村

（令和７年度）

39市町村

（令和８年度）

こどもが安心して過ごし学ぶ

ことのできる質の高い公教

育の推進

６．困難な状況に置かれ

ているこども・子育て世帯に

対する相談体制、支援等

の充実

７．こどものすこやかな成

長と子育て世帯を支える教

育、保育等の体制整備

安心してこどもを預けられる

教育、保育体制の整備

取組方針に基づく主な施策



３．ジェンダー平等推進プロジェクトチームの

取組状況について



ジェンダー平等推進プロジェクトチームの取組状況について

令和8年1月 ジェンダー平等推進ＰＴ所属において、試行的に研修実施
PT所属：行政・人材マネジメント課、人事課、こども・女性課、産業創造課

人材・雇用政策課、教職員課、人権・地域教育課

➢ 研修の目的

県全域において誰もが働きやすい職場づくりを進めるため、まずは公務職場（県庁）から取り組んでいく。
その第一歩として、個々人が自身の持つアンコンシャス・バイアス（無意識の思い込み）に気づくことを目的とする。

➢ 試行実施結果

（課題）

・特定の思想を押しつけるものではないことを参加者に理解してもらう工夫が必要

・安心して自身の意見を話せるよう､否定しない､個人攻撃をしない､意見の違いを尊重する等､ルールの明示が必要

・対面で議論するのが望ましいが、研修の時間確保が課題

・参加者が多くなればなるほど、個人の意見が言いにくいのではないか。人数設定が難しい。

（参加者の感想）

・互いに自分の考えや立場を伝え、相互理解の上で相手を敬い合い、立場に寄り添うことで働きやすい環境を創出

していくことが大切だと感じた。

・職員一人ひとりが無意識の思い込みを持っていることを自覚することや、職員間でコミュニケーションをとるこ

とは重要だと感じた。

・他の方の意見を聴いて、自分にバイアスがあると気づいた。

➢ 今後の予定

実施結果を踏まえ、研修資料の修正やファシリテーター用の進行ガイドを作成したうえで、来年度、各職場での研修
導入の準備を進める。

Ⅰ．県庁におけるアンコンシャス・バイアスに関する職場研修の検討状況
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ジェンダー平等推進プロジェクトチームの取組状況について

➢ 多様性が尊重され、誰もが暮らしやすい地域社会を実現するには、あらゆる分野において、

一方の性の視点のみではなく、ジェンダー平等の視点に立った施策を推進することが重要。

➢ 人口減少、人材不足が進むなか、多様な人材の確保を目指す分野においては、特にその必要

性が高い。

➢ 各部局所管の県計画等の策定・改定時に、男女の置かれている状況を客観的に把握し、男女

別の分析等を行うことを推奨。

➢ 計画等の策定に向けた調査の段階から、こども・子育て推進アドバイザーをはじめとした有

識者等に相談できる仕組みを検討。

➢ ①②➂全てにおいて、段階に応じた相談を受付。

➢ 具体的には、来年度各部局あて通知予定。

Ⅱ．ジェンダー平等の視点を盛り込んだ県計画等の策定について

計画策定・改定の前段階
において、男女の置かれ
ている状況（データ）を
客観的に把握・分析

基礎調査１

把握・分析した統計デー
タを元に、施策にジェン
ダー平等推進の視点をど
う盛り込むか検討

計画策定・改定２

計画に基づき、個別の施
策や取組を進めるにあた
り、どのような視点が必
要か議論

施策の検討・実施３
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４．その他の報告事項について

・奈良県男女共同参画プランの策定について

・こども・若者の意見聴取について

・こども性暴力防止法について



奈良県男女共同参画プラン（第５次奈良県男女共同参画計画・第３次奈良県女性活躍推進計画）の策定について

新計画の概要

① 位置付け
男女共同参画社会基本法及び奈良県男女共同参画推進条例に基づく「都道府県男女共同参画計画」（法定計画）、
女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく「都道府県推進計画」（努力義務）を一体的に策定

③ 計画項目
①基本的事項 ②基本的な考え方 ③施策の体系・展開 ④計画の推進体制 ⑤参考資料 （５部で構成）

② 計画期間
令和８年度～令和12年度（５年間）

H14 H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30 H31 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12

男女共同参画計画・
女性活躍推進計画

男女共同参画計画

女性活躍推進計画

第５期

第３期

奈良県男女共同
参画計画

奈良県男女共同 参画計画
奈良県男女共同

参画計画
現・奈良県男女共同

参画計画
新・奈良県男女共同

参画計画

第１期 第２期 第３期 第４期

第１期 第２期

① 女性の就業等に関して未だ全国より遅れており、職場の制度整備だけでは大きく改善しない。背景として根強く存在する「女性は
家事・育児を優先すべき」「男性は仕事を優先すべき」といった固定的性別役割分担意識が、個人が性別にかかわらず選択肢を
制限されずに希望する生き方・働き方を実現する阻害要因であることを念頭に、ジェンダー平等推進に向けて取り組む必要がある。

② 固定的性別役割分担意識は、個人の基本的な考えとしては払拭されてきてはいるが、家庭や地域、学校、職場など様々な場面
で慣習として無意識も含めて依然として根強く存在し、特に若者・女性にとってはプレッシャーや干渉となって生きづらさを感じる要因
となり、若者・女性が都会へと転出し、男性よりも女性の方が戻ってきていないという問題の要因でもある。

③ 以上より、固定的性別役割分担意識の存在を今一度大きな問題として捉え、解消に向けて社会全体で取り組んでいくことを記載
する。

改定にあたっての基本的な考え方

その他の報告事項について
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奈良県男女共同参画プラン（第５次奈良県男女共同参画計画・第３次奈良県女性活躍推進計画）（案）の概要

○ 基本理念
県全域でジェンダー平等を推進し、すべての人が、性別によって選択肢を制限されることなく、希望に添った生き方・働き方を実現することができる社会を目指す。

○ 基本目標
① 性別にかかわらず、それぞれが個性を尊重しあいながら、公正かつ多様性が認められる社会を形成する。
② 性別にかかわらず、個人の尊厳が重んぜられ、自らの意思に基づき能力を十分に発揮することができるよう、様々な場面に存在する固定的性別役割分担意識を解消し、

一人ひとりの行動変容を促していく。
③ 男女の多様な視点を、誰もが暮らしやすい社会づくりに活かせるよう、あらゆる分野において男女共同参画を推進する。

①様々な場面に残る固定的性別役割分担意識
の解消と行動変容の促進

②あらゆる分野における女性の参画促進

③市町村の男女共同参画、ジェンダー平等推進
への支援

④性別にかかわらず多様性を尊重する社会に向けた
環境の整備

⑤人権尊重の理念に基づく多様性への理解促進

①各職場におけるジェンダーギャップ解消の推進
②共働き・共育て・共家事の推進
③柔軟な働き方の普及
④女性の再就業支援

①ジェンダー平等の視点に立った施策の推進 新

①困難な問題を抱える家庭・個人への支援
②ジェンダーに基づくあらゆる暴力の防止
③生涯を通じた健康な暮らしの推進
④防災・防犯分野における男女共同参画の

推進

１ 計画の推進体制
計画を推進するために、関係団体が、それぞれ責務・役割を担うとともに、相互に連携を図り、男女共同参画及び女性活躍を推進する。

２ 計画の進行管理
計画に基づく施策の推進状況を公表する。

1 計画の趣旨
県全域でジェンダー平等を推進し、すべての人が、性別によって選択肢を制限されることなく、希望に添った生き方・働き方を実現することができる社会を目指して 「奈良県

男女共同参画プラン（第５次奈良県男女共同参画計画・第３次女性活躍推進計画）」を策定し、本県における男女共同参画及び女性活躍を総合的かつ計画的に推進する。
2 計画の位置づけ

「男女共同参画社会基本法」第14条第１項、「奈良県男女共同参画推進条例」第９条第１項、女性活躍推進法第６条第１項に基づき策定
3 計画期間 令和８年度から令和12年度まで

第２章 計画の基本的な考え方

第１章 計画の基本的事項

第４章 推進体制等

４ あらゆる分野におけるジェンダー平等の視点に立った施策の推進

第３章 施策の体系・展開

１ 社会全体の意識・構造の改革 ３ 健やかで安全・安心な暮らしの実現２ 働く人の多様性を尊重した誰もが働きやすい環境づくり

赤字：新規 又は 見直した項目

その他の報告事項について
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その他の報告事項について

○こども・若者の意見聴取について
引き続き、主に以下の手法により、こども・若者の意見聴取を継続して実施。

各部局でも積極的に活用をお願いしたい。

今後の予定

令和８年４月以降

・庁内に対して、こども・若者から意見聴取をしたいテーマの募集、意見聴取の実施
（こども・若者にとって関心の高いテーマについても意見聴取を実施予定）

・こども・若者委員を選任する審議会等の照会

手法 意見聴取の対象等 特徴

手法１

こどもまんなかクラブ

①オンラインアンケート

②対面型イベント

小学校１年生世代から29歳までの方で、奈良県に住
んでいる、または奈良県の学校・企業等に通ってい
る方に登録いただき、意見を聴取

（５７名 ２月現在）

① 幅広い年齢層の意見や考
えを聴くことができる。
選択式の問いかけなどに
より、気軽な雰囲気で聴
くことができる。

② 意見の背景や理由など、
意見の細部や本質まで深
掘りすることができる。

手法２ 学校等へ訪問 小学校～大学、企業等を訪問し意見を聴取
普段意見を聴きにくい方など
も含め、対象を絞って意見を
聴くことができる。

手法３
こども・若者を審議会等の
委員に選任

公募により県が設置する審議会等に「こども・若者
委員」を選任し、意見を聴取

意思決定の場で直接意見を聴
くことができる。

24

⚫ 1月開催の「こども・子育て支援推進会議」において、こども・若者自身に意見聴取のテーマ設定をし
てもらってはどうかとの意見をいただいた。今後、こども・若者から関心の高いテーマを提案いただくこ
とも検討。



その他の報告事項について

○こども性暴力防止法について
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その他の報告事項について
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1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

こども性暴力防止法関連システムの事業者アカウント登録までの流れ（イメージ)

こども家庭庁

デジタル庁

所轄庁

学校設置者等
・施設等運営者

⑤データクレンジング

① GビズID申請等

②GビズID発行・通知

④事業者情報の確認・とりまとめ・提出

③事業者情報の登録

周知・説明会等

⑤こども家庭庁からの確認に対応

○ 新システムを通じたアカウント登録までの手続・期間は、次のような流れを想定（調整中の内容を含む）。

⑥権限設定準備

順次提出・確認

所轄庁ごとに順次提出・確認

⑤こども家庭庁からの確認に対応

照会 回答

① 【学校設置者等・施設等運営者】GビズIDの申請等（～４月末まで：約３か月）

・ 学校設置者等・施設等運営者が、個別にGビズID （プライム）を申請

・ GビズＩＤ（プライム）発行後、各事業者は、必要に応じてＧビズＩＤ（第一管理者）を登録

※ プライム取得後、「③事業者情報の登録」までに、プライム・第一管理者の異動が生じた場合は登録を更新

② 【デジタル庁】GビズIDの発行

・ デジタル庁において、申請されたGビズID （プライム、第一管理者）を発行

③ 【学校設置者等・施設等運営者】事業者情報の登録（４月～６月：約３か月）

・ 学校設置者等が、施設等運営者の情報を含め、事業者情報（ＧビズIDを含む）を所轄庁に登録

・ 所轄庁の方針に従い、４・５月中も登録可能

※ 登録様式（エクセル／フォーム）や、学校設置者等が新設された場合等の情報更新の方法等については別途検討

④ 【所轄庁】事業者情報の確認・とりまとめ・提出（5月～7月：約３か月）

・ 学校設置者等の登録情報に不備がないかの確認を行い、とりまとまった段階で、こども家庭庁に提出（※）

・ 所轄庁ごとに締め切りを前倒しするなどし、情報が早めにとりまとまれば、７月以前であっても提出可能（こども家庭庁への提出締切りは厳守）

※ 提出に当たっては、（参考）の表に掲げるとおり、所轄庁から「登録とりまとめ」担当に提出し、「登録とりまとめ」担当からこども家庭庁に提出する。

⑤ 【こども家庭庁】データクレンジング→システムへのデータ取込み（７月中旬～１０月：約３か月半）

・ 提出された事業者情報を精査 → 所轄庁を通じて学校設置者等に情報の確認 → 情報の確定（システムへの取込み）

⑥ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定準備（１１月～12月上旬：約１か月半）

・ 学校設置者等・施設等運営者は、事務等を行う従事者ごとに、いずれの権限（犯歴確認ができる者等）を設定するか検討

⑦ 【学校設置者等・施設等運営者】権限設定（12月中旬にシステム暫定稼働） → 犯罪事実確認書の交付申請等（施行日（12月25日）にシステム本格稼働）

・ 学校設置者等・施設等運営者は、システム（暫定稼働）上で権限設定 → 施行日（12月25日）からシステム上で犯罪事実確認書の交付申請が可能に

データ取込み

⑦システム
暫定稼働

（12月中旬）

↓権限設定

本格稼働
（12月25日）

その他の報告事項について
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５．今後の予定について



令和７年度

２月18日 第10回本部会議
Ｒ８予算（案）、「奈良県こどもまんなかアクションプラン
2026（案）」の共有等

令和８年度

秋頃 第11回本部会議
Ｒ９向け取組方針の共有

２月頃 第12回本部会議
Ｒ９予算（案）、「奈良県こどもまんなかアクションプラン

2027（案）」の共有
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今後の予定について


